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＊ 本資料はあくまでも議会運営委員会での説明用補足資料です。議会における議決は議案書の 

記載事項で行われるもので、本資料の内容で議決を得るものでありません。 

 

 

令和元年 第２回海老名市議会定例会 
 

概 要 資 料 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年５月１日に婚姻届を出された方々 

 

（令和元年５月１日の婚姻届出数：５１件） 
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【会期日程】 

令和元年第２回海老名市議会定例会 会期日程(案) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会期１９日間

月　日 曜日 種別 内　容 開議時刻

６月　３日 月 本会議 　開会、諸報告、議案審議、委員会付託 午前９時３０分

６月１２日 水 委員会 　総務常任委員会 午前９時

６月１３日 木 委員会 　文教社会常任委員会 同

６月１４日 金 委員会 　経済建設常任委員会 同

６月１８日 火 本会議 　市政に関する一般質問 同

６月１９日 水 本会議 　市政に関する一般質問 同

６月２１日 金 本会議 　委員会報告、議案審議、閉会 午前９時３０分

今年もクールビズを実施しています！ 

 

市では、「夏季における節電対策」及び「公務能率の確保」として、

「クールビズ」を実施しています。 

 

《実施期間》 令和元年５月１日(水)～令和元年１０月３１日(木) 

 

《概  要》 

 ・ 実施期間中は、上着やネクタイを着用しない服装とします。 

 ・ 実施に際しては、節度を保った服装で執務し、来庁者に不快感 

  を与えない服装とします。 
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【案件一覧】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

頁

1 報告第１号
専決処分の承認を求めることについて
（海老名市市税条例の一部を改正する条例）

3

2 報告第２号
専決処分の承認を求めることについて
（海老名市国民健康保険税賦課徴収条例の一部を改正する条例）

4

3 報告第３号
専決処分の承認を求めることについて
（海老名市介護保険条例の一部を改正する条例）

5

4 報告第４号
継続費繰越計算書について
（次期総合計画策定支援事業費ほか６件）

6

5 報告第５号
繰越明許費繰越計算書について
（民間保育所整備費補助ほか１６件）

7

6 報告第６号
公共下水道事業会計予算繰越計算書について
（汚水管渠整備事業費）

8

頁

7 議案第45号 海老名市市税条例等の一部改正について 9

8 議案第46号 海老名市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について 11

9 議案第47号 海老名市都市公園条例の一部改正について 12

10 議案第48号 海老名市火災予防条例の一部改正について 13

頁

11 議案第49号 物品の取得について（災害対応特殊はしご付消防自動車(４０ｍ級)） 15

12 議案第50号 物品の取得について（高規格救急自動車） 16

頁

13 議案第51号 市道の路線認定について（市道２７５２号線ほか３路線） 17

頁

14 議案第52号 令和元年度海老名市一般会計補正予算（第１号） 21

 ■　日程　１４ 件　

　条例　　   　４ 件 　（一部改正４件）

　契約         ２ 件

  市道　       １ 件

  補正予算　   １ 件

　報告　　   　６ 件 　



- 3 - 

 

■ 議案 

【報告 ６件】 

 

 

【概  要】 

  平成３１年度の地方税制改正を盛り込んだ「地方税法等の一部を改正する法 

 律」が平成３１年３月２９日に公布され、同年４月１日から施行されたが、議 

 会を招集する時間的余裕がないため、平成３１年３月２９日に「海老名市市税 

 条例の一部を改正する条例」を、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき 

 専決処分したので、同条第３項の規定により議会に報告し、承認を求めるもの 

 

【改正内容】 

 １ 引用条文の改正（附則第１１条～第１３条、第１５条第２項～第４項） 

   地方税法及び地方税法施行令の改正に伴い、引用している条文に移動があ 

  ったため、移動後の条文を引用する。 

 

 ２ 軽自動車税の税率の特例の明確化（附則第１５条第１項） 

   初回車両番号指定から一定年数を経過した環境負荷の大きい軽自動車の規 

  定方法の明確化（特例期間の明確化） 

   改正前：「指定を受けた月から起算して１４年を経過した月の属する年度 

        以後の年度分については当分の間」 

   改正後：「平成１８年３月３１日までに指定を受けたものについての 

        平成３１年度分」 

      

 ３ 軽自動車税の５０％軽減対象となる種別の明確化（附則第１５条第３項） 

   軽減の対象となる種別を明確にするもので、内容の変更はない。 

   改正前：軽自動車 

   改正後：ガソリンを燃料として用いる軽自動車 

 

【施行期日】 

  平成３１年４月１日 

 

 

１ 報告第１号 専決処分の承認を求めることについて 

（海老名市市税条例の一部を改正する条例） 
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【概  要】 

  平成３１年度の地方税制改正を盛り込んだ「地方税法施行令等の一部を改正 

 る政令」が平成３１年３月２９日に公布され、同年４月１日から施行されたが、 

 議会を招集する時間的余裕がないため、平成３１年３月２９日に「海老名市国 

 民健康保険税賦課徴収条例の一部を改正する条例」を、地方自治法第１７９条 

 第１項の規定に基づき専決処分したので、同条第３項の規定により議会に報告 

 し、承認を求めるもの 

 

【改正内容】 

 １ 国民健康保険税の課税限度額の引上げ（第３条第２項） 

   国民健康保険税は、医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の合計で 

  課税している。それぞれに課税限度額が設けられているが、医療分に係る課 

  税限度額のみ５８万円から６１万円に引き上げる。（後期高齢者支援金分の 

課税限度額１９万円、介護納付金分の課税限度額１６万円は変更なし。） 

  

 ２ 国民健康保険税の軽減に係る所得判定基準の改正（第２４条） 

   国民健康保険税には世帯の所得に応じて、均等割額及び平等割額の７割・ 

  ５割・２割を軽減する制度があるが、５割軽減と２割軽減の所得判定基準を 

  改正する。 

  (１) ５割軽減の基準見直し（同条第２号） 

     所得判定に係る被保険者数に乗ずる金額を２７万５千円から２８万円 

    に引き上げる。   

  (２) ２割軽減の基準見直し（同条第３号） 

     所得判定に係る被保険者数に乗ずる金額を５０万円から５１万円に 

    引き上げる。 

     ※ 軽減の対象となる所得判定基準が引き上げられることにより、 

   軽減対象者が増加する。 

 

【施行期日】 

 平成３１年４月１日 

 

 

２ 報告第２号 専決処分の承認を求めることについて 

（海老名市国民健康保険税賦課徴収条例の一部を改正する条例）
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【概  要】 

  令和元年１０月の消費税率引上げに合わせた国の施策として、低所得者の介 

 護保険料の軽減強化を図るため、「介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担 

 金の算定等に関する政令の一部を改正する政令」が、平成３１年３月２９日に 

 公布され、同年４月１日から施行されたが、議会を招集する時間的余裕がない 

 ため、平成３１年３月２９日に｢海老名市介護保険条例の一部を改正する条例」 

 を、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専決処分したので、同条第３ 

 項の規定により議会に報告し、承認を求めるもの 

 

【改正内容】 

  介護保険料の減額措置（第３条） 

区分 対象者 改正前 改正後 

第２項 ・生活保護受給者 

・市民税非課税の老齢年福祉年金受給者 

・市民税非課税かつ本人の年金収入等が 

８０万円以下の者 

・境界層該当者 

１８,４３２円 １３,８２４円 

第３項 ・市民税非課税かつ本人の年金収入等が 

８０万円超１２０万円以下の者 

・境界層該当者 

３６,８６４円 ２９,１８４円 

第４項 ・市民税非課税かつ本人の年金収入等が 

１２０万円超の者 

・境界層該当者 

３９,９３６円 ３８,４００円 

 ※ 市民税非課税 ＝ 世帯全員が市民税非課税  

 ※ 境界層該当者 ＝ 本来の適用されるべき基準等を適用した場合、生活保護法に基づく 

           生活保護を必要とするが、より負担の低い基準等を適用した場合、 

           生活保護を必要としない状態になる者 

 

【施行期日】 

  平成３１年４月１日 

 

 

３ 報告第３号 専決処分の承認を求めることについて 

（海老名市介護保険条例の一部を改正する条例） 
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【趣  旨】 

  ２款 総務費 １項 総務管理費の「次期総合計画策定支援事業費」ほか６件 

 について、平成３０年度海老名市一般会計継続費繰越計算書を調製したので、 

 地方自治法施行令第１４５条第１項の規定により報告するもの 

 

【内  容】 

１ 継続費の総額 ６,４０１,９６０,０００円 

２ 平成３０年度継続費予算現額 ２,０９４,３３１,７９５円 

３ ２のうち支出済額及び支出見込額 １,５１２,７８８,３１４円 

４ 残額 ５８１,５４３,４８１円 

 

 

 

            残額の財源内訳（翌年度へ逓次繰越） 

繰越金 １０２,２０２,４８１円 

国県支出金 ３５,０４１,０００円 

地方債 ４４４,３００,０００円 

その他 ０円 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 報告第４号 継続費繰越計算書について 

（次期総合計画策定支援事業費ほか６件） 

《改修後の資源化センターのイメージ》 
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【趣  旨】 

  ３款 民生費 ２項 児童福祉費の「民間保育所整備費補助」ほか１６件につ 

 いて、平成３０年度海老名市一般会計繰越明許費繰越計算書を調製したので、

地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により報告するもの 

 

【内  容】 

合計金額 １,６６３,１１７,０００円 

翌年度繰越額 １,３４６,９５７,０００円 

 

 

 

            翌年度繰越額の財源内訳 

国県支出金 ４７５,０７５,０００円 

市債 ２３６,５００,０００円 

その他 ２４７,０００,０００円 

一般財源 ３８８,３８２,０００円 

 

《改修工事中の海老名運動公園陸上競技場》 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 報告第５号 繰越明許費繰越計算書について 

（民間保育所整備費補助ほか１６件） 
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【趣  旨】 

  １款 資本的支出 １項 建設改良費の「汚水管渠整備事業費」を繰り越した 

 ので、繰越額の使用に関する計画について、平成３０年度海老名市公共下水道 

 事業会計予算繰越計算書をもって、地方公営企業法第２６条第３項の規定によ 

 り報告するもの 

 

【内  容】 

翌年度繰越額 ６２,８３０,０００円 

 翌年度繰越額の財源内訳 

 企業債 ４５,４００,０００円 

損益勘定留保資金 １７,４３０,０００円 

 

 ※ 損益勘定留保資金 ＝ 減価償却費などの現金の支出を伴わない費用で、その金額分が 

             現金として公共下水道事業会計内部に留保される資金 

 

 

《下水道工事の状況》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 報告第６号 公共下水道事業会計予算繰越計算書について 

（汚水管渠整備事業費） 
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【条例 ４件】 

 

 

 

【改正理由】 

  地方税法等の改正に伴う所要の改正を行うため 

 

【改正内容】 

１ 軽自動車税（種別割）の軽減措置の延長（附則第１５条） 

 (１) 内容 

  ア 新車登録翌年度の軽自動車税(種別割)の軽減措置適用期間の２年間延長 

登録時期 軽減対象年度  登録時期 軽減対象年度 

平成29年４月１日～ 

平成30年３月31日 
平成30年度分 

平成31年４月１日～ 

令和２年３月31日 
令和２年度分 

平成30年４月１日～ 

平成31年３月31日 
平成31年度分 

令和２年４月１日～ 

令和３年３月31日 
令和３年度分 

 

  イ 電気自動車及び天然ガス自動車の軽自動車税(種別割)の特例 

    電気自動車及び天然ガス自動車については、軽自動車税(種別割)の軽減 

   措置を令和５年度まで継続する。 

登録時期 軽減対象年度 

令和３年４月１日～令和４年３月 31 日 令和４年度分 

令和４年４月１日～令和５年３月 31 日 令和５年度分 

 

 (２) 施行期日  

    アについては、令和元年１０月１日 

    イについては、令和３年 ４月１日 

 

 参考 軽減措置の適用関係 

根拠規定 令和２年度・３年度  令和４年度・５年度 

附則第15条 区  分 軽減率 軽減率 

第２項 
電気自動車 

天然ガス自動車 

75％ 

軽減 

75％ 

軽減 

第３項 
Ａかつ2020年度基準 

＋30％達成 

50％ 

軽減 

軽減 

なし 

第４項 
Ａかつ2020年度基準 

＋10％達成 

25％ 

軽減 

軽減 

なし 

 

※ ｢Ａ｣＝平成30年排出ガス基準50％低減達成車又は平成17年排出ガス基準75％以上低減達成車 

※ ｢2020年度基準｣＝2020年度を目標年度とする自動車の燃費目標基準 

７ 議案第 45 号 海老名市市税条例等の一部改正について 
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２ 軽自動車税（環境性能割）の特例措置の追加（附則第１６条の２、第２１条） 

 (１) 内容 

    特例の対象となる軽自動車を令和元年１０月１日から令和２年９月３０ 

   日までの間に取得した場合の税率の特例措置を定めるもの 

自家用乗用軽自動車 

対象車 通常の税率 特例措置による税率 

Ａかつ2020年度基準達成 １.０％ 非課税 

上記以外の軽自動車 ２.０％ １.０％ 

  

※電気自動車及び天然ガス自動車並びにＡかつ2020年度基準達＋10％達成車については、 

地方税法の規定により非課税 

 ※特例措置に伴う減収分については、全額国費で補填される。 

  

 

 (２) 施行期日 

    令和元年１０月１日 

 

３ 改元に伴う元号の改正（附則第１０条、第１４条の改正規定、第３条） 

 (１) 内容 

    改元に伴い、元号を「平成」から「令和」に改正する。 

 

 (２) 施行期日 

    公布の日 

     

 

参考 本条例の改正規定内容 

   第１条：「海老名市市税条例の一部改正」 

   ・ 元号改正の対応（上記３） 

   ・ 軽自動車税（種別割）の軽減措置の２年間延長（上記１のア） 

   ・ 軽自動車税（環境性能割）の特例措置（上記２） 

   第２条：「海老名市市税条例の一部改正」 

   ・ 軽自動車税（種別割）の軽減措置の特例（電気自動車等のみ。上記１のイ） 

   第３条：「海老名市市税条例の一部を改正する条例の一部改正」 

   ・ 元号改正の対応（上記３） 
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【改正理由】 

  災害弔慰金の支給等に関する法律及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行 

 令の改正に伴う所要の改正を行うため 

 

 

【改正内容】 

 １ 災害援護資金の貸付けに係る据置期間経過後の貸付利率（第１４条第１項） 

   ３％ ⇒ 無利子 

 

 ２ 貸付金の償還を延滞した場合の延滞利率（第１４条第２項） 

   １０.７５％ ⇒ ５％ 

 

 ３ 貸付金の償還方法（第１５条第１項） 

   年賦償還 ⇒ 年賦償還・半年賦償還・月賦償還 

 

 ４ 貸付けに際しての保証人の要否（第１５条第３項） 

   必要 ⇒ 不要 

 

 

【附  則】 

  施行期日：公布の日 

  経過措置：平成３１年４月１日以後に生じた災害に係る貸付けから適用 

 

 

【参  考】 

  令和元年５月２３日現在 貸付の対象となる災害はない。 

 

 

 

 

８ 議案第 46 号 海老名市災害弔慰金の支給等に関する条例の 

一部改正について 
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【改正理由】  

  海老名中央公園の管理について、指定管理者制度を導入したいため 

 

【改正内容】 

 １ 海老名中央公園の管理を指定管理者に行わせる。（第２０条） 

 ２ 次の行為（第２条第１項）の承認を指定管理者に行わせる。（第２１条） 

  (１) 露店商、行商、募金その他これらに類する行為をすること。 

  (２) 業として写真又は映画を撮影すること。 

  (３) 興業を行うこと。 

  (４) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため都市公園の 

    全部又は一部を独占して使用すること。 

  (５) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。 

 

 ３ 指定管理者は自主事業を行うことができることを規定（第２１条の２） 

   海老名運動公園、北部公園などの都市公園は、これまでも指定管理者によ 

  り自主事業が行われているが、指定管理者が自主事業を行えることを明文化 

  する。 

   

 ４ 利用料金の定め方を規定（第３１条） 

   利用料金については、これまでの金額（別表第１）の範囲内で指定管理者 

  が市長の承認を得て定める。（利用料金は指定管理者の収入） 

 

 ５ その他（第３２条） 

   市長が指定管理者に代わって運営管理を行う場合の読み替え規定を追加 

 

 

【附  則】 

  施行期日：令和２年４月１日 

  準備行為：指定管理者の指定に必要な手続はこの条例の施行前でもできる。 

  経過措置：条例の施行の際現に海老名中央公園の使用許可を受けている者 

       は、指定管理者による利用承認を受けたものとみなす。 

    

9 議案第 47 号 海老名市都市公園条例の一部改正について 
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【改正理由】 

  住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省 

 令の改正に伴う所要の改正を行うため 

 

【改正内容】 

 １ スプリンクラー設備の規格の変更（第２９条の５第１号） 

作動時間が６０秒以内  種別が一種 

   

  ※種別「一種」 

   気流温度が１３５℃で気流速度が１．８ｍ／秒の試験条件において、定め 

  られた時間以内で作動するもの 

  

２ 住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備を設置しないことができる場合を 

 追加（第２９条の５第６号） 

   

  床面積が３００㎡未満である宿泊所などの特定小規模施設については、特定 

 小規模施設用自動火災報知設備を基準に従って設置したときは、住宅用防災警 

 報器又は住宅用防災報知設備を設置しないことができる。 

 

  

 【附  則】 

   施行期日：公布の日  

 

 【参  考】 

   令和元年５月２３日現在 市内に今回の改正の対象となる施設はない。 

 

 

 

 

 

 

 

10 議案第 48 号 海老名市火災予防条例の一部改正について 
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参考    

  

   「自動火災報知設備に代えて用いることができる特定小規模施設用自動火災報知設備」 

    の技術上の基準（一部抜粋） 

 

 １  特定 小規模 施 設 用自 動火 災 報 知 設 備の 感 知器 は 、 次 の (１ )か ら (３ )ま で に  

  掲 げる 場所の 天 井 又は 壁（ (１ )に 掲 げ る 場 所 （ 床 面 積 が ３ ０ 平 方メ ー トル 以  

  下 のも のに限 る 。 ）の 壁に 限 る 。 以 下同 じ 。） の 屋 内 に 面 す る 部分 （ 天 井 の  

  な い場 合にあ っ て は、 屋根 又 は 壁 の 屋内 に 面す る 部 分 ） に 、 有 効に 火 災 の 発  

  生 を感 知する こ と がで きる よ う に 設 ける こ と。  

 

  (１ ) 建築 基 準 法 第 ２ 条第 ４ 号 に 規 定す る 居室 及び 床 面 積 が ２ 平方 メ ー ト ル  

    以 上の収 納 室  

  (２ ) 倉庫 、 機 械 室 そ の他 こ れ ら に 類す る 室  

  (３ ) 階段 及 び 傾 斜 路 、廊 下 及 び 通 路並 び にエ レベ ー タ ー の 昇 降路 、 リ ネ ン  

    シ ュート 及 び パイ プダ ク ト そ の 他こ れ らに 類 す る も の （ 建 物内 部 に 設 置  

    さ れてい る 場 合）  

 

 ２  特定 小規模 施 設 用自 動火 災 報 知 設 備に は 、非 常 電 源 を 附 置 す るこ と 。  

 

 ３  特定 小規模 施 設 用自 動火 災 報 知 設 備は 、 消防 庁 長 官 が 定 め る 設置 及 び 維 持  

に関 す る技 術上の 基 準 に適 合 す る もの で なけ れ ば な ら ない 。  
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【契約 ２件】 

 

   

 

【趣旨】 

  消防車両（はしご付消防自動車）の老朽化に伴い、車両を更新するもの 

  消防車両（はしご付消防自動車(４０ｍ級)）の取得について、次のとおり契 

 約を締結するため、海老名市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処 

 分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を求めるもの 

 

【概要】 

１ 契 約 名 平成３１年度災害対応特殊はしご付消防自動車(４０ｍ級) 

          購入 

２ 物品名及び数量 災害対応特殊はしご付消防自動車 １台 

３ 契 約 の 方 法 条件付一般競争入札による契約 

４ 契 約 金 額 ２２０,５３６,０００円（税込み） 

５ 契 約 の 相 手 方 東京都港区芝五丁目３６番７号 三田ベルジュビル１９階 

          株式会社モリタ 東京営業部 部長 山北 忠司 

 

【仕様】 

燃料 

総排気量 

エンジン出力 

 軽油（ＮＯｘＰＭ法適合車） 

 ８,８６６ｃｃ 

   ３８０ｐｓ 

乗車定員  ５名 

車体寸法 

 全高  ３,６５０ｍｍ       

 全長 １１,１００ｍｍ 

 全幅  ２,５００ｍｍ      

新たな装備 

 電動放水銃（伸縮水路付き） 

 制振制御装置 

 基部操作部液晶カラーディスプレイ 

 メモリーコントロール 

 

現行車両                   

 購入年度：平成９年度         

 走行距離：約３９,０００ｋｍ   

 

 

11 議案第 49 号 物品の取得について 

（災害対応特殊はしご付消防自動車（４０ｍ級）） 

現行車両 
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【趣旨】 

  高規格救急自動車の老朽化に伴い、車両を更新するもの 

  高規格救急自動車の取得について、次のとおり契約を締結するため、海老名 

 市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規 

 定により、議会の議決を求めるもの 

 

【概要】 

１ 契 約 名 高規格救急自動車購入 

２ 物品名及び数量 高規格救急自動車 １台 

３ 契 約 の 方 法 条件付一般競争入札による契約 

４ 契 約 金 額 １９,０６２,０００円（税込み） 

５ 契 約 の 相 手 方 神奈川県横浜市中区本牧十二天２番８号 

          トヨタエルアンドエフ神奈川株式会社 

          代表取締役 金子 稔 

 

【仕様】 

燃料 

総排気量 

エンジン出力 

ガソリン 

２,６９３ｃｃ 

  １５１ｐｓ 

乗車定員  ７名 

車体寸法 

 全高  ２,４９０ｍｍ       

 全長  ５,６００ｍｍ 

 全幅  １,８９５ｍｍ      

  

現行車両 

 購入年度：平成２４年度 

 走行距離：約１５０,０００ｋｍ  

 

 

 

12 議案第 50 号 物品の取得について（高規格救急自動車） 

 

現行車両 
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【市道 １件】  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図№ 路線名 起点／終点 幅員（m） 延長（m） 認定理由

上今泉三丁目1306番１地先 4.50

２７５２ ～ ～ 46.05

上今泉三丁目1306番13地先 10.47

上今泉三丁目1306番20地先 4.50

２７５３ ～ ～ 40.44

上今泉三丁目1312番１地先 10.48

上郷字大田切458番地先 9.50

２７５４ ～ ～ 160.00

上郷字大田切473番１地先 9.50

大谷南三丁目4847番２地先 4.50

２７５５ ～ ～ 40.85

大谷南三丁目4847番21地先 15.51

１

２

３

開発行為の帰属に
伴う路線の認定

開発行為の帰属に
伴う路線の認定

（仮称）上郷河原口
線関連道路整備事
業に伴う路線の認定

開発行為の帰属に
伴う路線の認定

１3 議案第 51 号 市道の路線認定について 

         （市道２７５２号線ほか３路線） 
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【補正予算 １件】  

  

 

 

 

 

【補正の概要】 

  今回の補正は、歳入歳出それぞれ ８億７,０２９万７千円を追加し、 

 予算総額を歳入歳出それぞれ  ４４６億９,９２９万７千円とするもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補正の内容】 

１ 歳入歳出予算の補正 

  補正前：43,829,000 千円・補正額：870,297 千円・補正後：44,699,297 千円 

 (１) 歳入 

   ・森林環境譲与税                     5,321 千円 

   ・未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金（国庫支出金） 

                                1,706 千円 

   ・保育対策総合支援事業費(保育所等改修費等支援事業費)（国庫支出金） 

                               21,333 千円 

   ・プレミアム付商品券事業費（国庫支出金）        110,072 千円 

   ・社会資本整備総合交付金（国庫支出金）         114,400 千円 

   ・プレミアム付商品券売上金               560,000 千円 

   ・財政調整基金繰入金                  31,251 千円 

   ・市債                         △ 300 千円 

   ・その他                        26,514 千円 

                           合計  870,297 千円 

 

 

 

14 議案第 52 号 令和元年度海老名市一般会計補正予算 

（第１号） 

☆ 国庫補助対象者に加え、市独自の補助を実施することにより、全市民を 

対象とした市内で利用可能なプレミアム付商品券を発行することで、地域 

経済の活性化を図ります。 

☆ 家庭系ごみの一部有料化・戸別収集に伴い、集合住宅支援策の一環とし 

て、集積所の設置等に係る費用の一部補助を実施します。 

☆ 全国的に自動車の運転操作の誤りによる死亡事故が多発していることか 

 ら、安全対策を図るため、市庁舎南側芝生広場と一般車駐車場の間に車止 

めポールを設置します。 
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 (２) 歳出 

  ① にぎわいと活力あふれる元気なまちづくり       760,556 千円  

   ・プレミアム付商品券発行事業の実施          760,556 千円 

    

  ② 安全・安心なまちづくり                1,275 千円  

   ・市庁舎南側芝生広場への車止めポールの設置       1,275 千円 

 

  ③ 元気で健康なまちづくり                10,523 千円  

   ・高齢者に対する肺炎球菌感染症の定期接種の実施     10,523 千円 

 

  ④ 安心して子育てができるまちづくり           25,706 千円  

   ・保育所等改修費等支援事業費による子育て支援の充実   24,000 千円 

    【国庫支出金２/３】 

   ・未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特例給付金支給事業 

    【国庫支出金10/10】                  1,706千円 

 

  ⑤ 環境に優しいまちづくり                32,398 千円  

   ・集合住宅に対するごみ集積所の設置等補助の実施     25,500 千円 

   ・収集車両運行管理システムの導入            1,577 千円 

   ・森林環境譲与税を活用し緑地等の樹木を間伐       5,321 千円 

 

  ⑥ その他                        39,839 千円  

   ・その他                        39,839 千円 

 

                          合計  870,297 千円 

 

２ 地方債の補正（変更） 

 (１) 道路橋りょう整備事業債 

    理  由：国庫支出金の増額に伴う市債の減額 

    対象事業：（仮称）上郷河原口線整備事業等 

    限 度 額：1,270,800 千円 ⇒ 1,111,500 千円 

    

 (２) 消防施設整備事業債 

    理  由：対象事業開始に伴う市債の増 

    対象事業：災害対応特殊はしご付消防自動車購入 

    限 度 額： 183,500 千円 ⇒  342,500 千円 

 


